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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基体上に光学機能層が少なくとも１層以上積層されてなる光学積層体であって、
　前記光学機能層の少なくとも一方の面に凹凸形状が形成されており、
　前記凹凸形状を有する光学機能層が少なくとも樹脂成分と、２種類の無機微粒子と、樹
脂粒子とを含有し、
　前記光学積層体が以下の条件式（１）～（４）を満足する内部ヘイズＸと、全ヘイズＹ
とを有し、
　　Ｙ＞Ｘ ・・・（１）
　　Ｙ≦Ｘ＋１７ ・・・（２）
　　Ｙ≦５７ ・・・（３）
　　１９≦Ｘ≦４０ ・・・（４）
　０．５ｍｍ幅の光学くしを用いた透過像鮮明度が１０～５０％であり、
　前記光学機能層の最表面の表面凹凸形状を光干渉方式で計測した場合、凹凸高さが０．
４μｍ以上である部分の面積が測定面積の３．５％以下であり、
　前記光学機能層が含有する２種類の無機微粒子が、無機ナノ粒子と膨潤性粘土とであり
、
　前記光学機能層中の前記樹脂粒子の含有割合Ａ（％）と、前記無機ナノ粒子の含有割合
Ｂ（％）とが、以下の条件式（５）及び（６）を満足することを特徴とする、光学積層体
。
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　　０＜Ｂ≦０．３７５Ａ－２．４４・・・（５）
　　７．０≦Ａ≦１５．０・・・（６）
【請求項２】
　前記光学機能層が、放射線硬化型樹脂組成物を主成分とする１層以上の光学機能層から
なることを特徴とする、請求項１に記載の光学積層体。
【請求項３】
　前記光学機能層が含有する２種類の無機微粒子が凝集体を形成していることを特徴とす
る、請求項１に記載の光学積層体。
【請求項４】
　屈折率調整層、帯電防止層、防汚層のうちの少なくとも１層を更に備える、請求項１に
記載の光学積層体。
【請求項５】
　請求項１に記載の光学積層体を構成する前記透光性基体上に、偏光基体が積層されてな
ることを特徴とする、偏光板。
【請求項６】
　請求項１に記載の光学積層体を備えることを特徴とする、表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防眩性フィルムに好適な光学積層体、並びに、これを用いた偏光板及び表示
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　防眩性フィルムは、その表面の凹凸構造で外光を散乱させることによって防眩性を発揮
する。防眩性フィルムの表面の凹凸構造は、最表面の樹脂層内で粒子を凝集させることに
より形成される。
【０００３】
　防眩性フィルムには、防眩性以外に耐ギラツキ性、高コントラストなどの機能が求めら
れる。従来、粒子（フィラー）の形状、粒径、屈折率、塗料物性（粘度）、塗工プロセス
などの調整により、表面の凹凸構造（外部散乱）と内部散乱との最適化を図り、防眩性、
耐ギラツキ性、高コントラストの改善が図られてきた。ただし、防眩性、耐ギラツキ性及
び高コントラストは、トレードオフの関係にある。
【０００４】
　防眩性は、粒径の大きいフィラーの使用、フィラー添加量の増量、フィラーの凝集を強
めることにより高くなる。この場合、凹凸数が増え、また、凹凸サイズが大きくなること
で防眩性は高まるが、レンズ効果の増加により耐ギラツキ性が悪化する。
【０００５】
　耐ギラツキ性は、樹脂との屈折率差の大きいフィラーの使用やフィラー添加量の増量に
よる内部散乱の増加により良化するが、拡散光が増加するため、コントラストは低下する
。また、表面凹凸の微細化、すなわち、凹凸平均長さＳｍを小さくすることによっても耐
ギラツキ性は良化するが、白味の際立った品位の低い防眩性となってしまう。
【０００６】
　コントラストは、内部散乱を低下させることで良化するが、耐ギラツキ性は悪化する。
また、低反射層を設けることでもコントラストは良化するが、多層構成となるためコスト
面で不利になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－２０１０３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年の液晶パネルの高精細化により、既存の防眩性フィルムで防眩性とコントラストと
を従来通りに維持した場合、ギラツキが発生してしまう。その一方で、耐ギラツキ性を向
上させるためには、防眩性やコントラストを犠牲にする必要がある。
【０００９】
　それ故に、本発明は、画像表示パネル、特に、２００ｐｐｉ以上の高精細な画像表示パ
ネルに適用した場合に、防眩性及びコントラストを維持しつつ、ギラツキを抑制できる光
学積層体、並びに、これを用いた偏光板及び画像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、透光性基体上に光学機能層が少なくとも１層以上積層されてなる光学積層体
に関するものである。当該光学積層体の光学機能層の少なくとも一方の面に凹凸形状が形
成されており、凹凸形状を有する光学機能層が少なくとも樹脂成分と、２種類の無機微粒
子と、樹脂粒子とを含有し、光学積層体が以下の条件式（１）～（４）を満足する内部ヘ
イズＸと、全ヘイズＹとを有し、
　　Ｙ＞Ｘ ・・・（１）
　　Ｙ≦Ｘ＋１７ ・・・（２）
　　Ｙ≦５７ ・・・（３）
　　１９≦Ｘ≦４０ ・・・（４）
　０．５ｍｍ幅の光学くしを用いた透過像鮮明度が１０～５０％であり、光学機能層の最
表面の表面凹凸形状を光干渉方式で計測した場合、凹凸高さが０．４μｍ以上である部分
の面積が測定面積の３．５％以下であり、光学機能層が含有する２種類の無機微粒子が、
無機ナノ粒子と膨潤性粘土とであり、光学機能層中の樹脂粒子の含有割合Ａ（％）と、無
機ナノ粒子の含有割合Ｂ（％）とが、以下の条件式（５）及び（６）を満足する。
　　０＜Ｂ≦０．３７５Ａ－２．４４・・・（５）
　　７．０≦Ａ≦１５．０・・・（６）
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、２００ｐｐｉ以上の高精細な画像表示パネルに適用した場合でも、防
眩性及びコントラストを維持しつつ、ギラツキを抑制できる光学積層体、並びに、これを
用いた偏光板及び画像表示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、表１に記載の樹脂粒子（有機フィラー）の添加量と、得られた光学積層
体の内部ヘイズとの関係をプロットしたグラフである。
【図２】図２は、表２に示した実施例１～１２及び比較例１～１７における樹脂粒子の添
加量と、コロイダルシリカの添加量とをプロットしたグラフである。
【図３】図３は、実施例２に係る光学積層体の光学機能層表面の凹凸形状を示す図である
。
【図４】図４は、比較例６に係る光学積層体の光学機能層表面の凹凸形状を示す図である
。
【図５】図５は、実施例２及び比較例６に係る光学機能層表面における凹凸高さの面積比
率の分布を示すグラフである。
【図６】図６は、図５に示す破線の枠内の拡大図である。
【図７】図７は、実施例２に係る光学積層体の光学機能層の断面ＳＴＥＭ写真である。
【図８】図８は、比較例６に係る光学積層体の光学機能層の断面ＳＴＥＭ写真である。
【図９】図９は、実施形態に係る光学積層体の概略構成を示す断面図である。
【図１０】図１０は、実施形態に係る偏光板の概略構成を示す断面図である。
【図１１】図１１は、実施形態に係る表示装置の概略構成を示す断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図９は、実施形態に係る光学積層体の概略構成を示す断面図である。実施形態に係る光
学積層体１００は、透光性基体１と、透光性基体１に積層された少なくとも１層の光学機
能層２とを備える。光学機能層２の表面には、微細な凹凸が形成されている。この凹凸が
外光を乱反射させることによって、光学機能層２が防眩性を発揮する。
【００１４】
　透光性基体としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、トリアセチルセルロー
ス（ＴＡＣ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭ
ＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリ
プロピレン（ＰＰ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、シ
クロオレフィンコポリマー（ＣＯＣ）、含ノルボルネン樹脂、ポリエーテルスルホン、セ
ロファン、芳香族ポリアミド等の各種樹脂フィルムを好適に使用することができる。
【００１５】
　透光性基体の全光線透過率（ＪＩＳ　Ｋ７１０５）は、８０％以上であることが好まし
く、９０％以上であることがより好ましい。また、透光性基体の厚みは、光学積層体の生
産性やハンドリング性を考慮すると、１～７００μｍであることが好ましく、２５～２５
０μｍであることがより好ましい。
【００１６】
　透光性基体には、光学機能層との密着性を向上させるために、表面改質処理を施すこと
が好ましい。表面改質処理としては、アルカリ処理、コロナ処理、プラズマ処理、スパッ
タ処理、界面活性剤やシランカップリング剤等の塗布、Ｓｉ蒸着等を例示できる。
【００１７】
　光学機能層は、基材樹脂と、樹脂粒子（有機フィラー）と、２種類の無機微粒子とを含
有する。光学機能層は、電離放射線または紫外線の照射により硬化する基材樹脂と、樹脂
粒子と、２種類の無機微粒子とを混合した樹脂組成物を透光性基体に塗布し、塗膜を硬化
させることによって形成する。
【００１８】
　以下、光学機能層の形成に用いる樹脂組成物の構成成分について説明する。
【００１９】
　基材樹脂としては、電離放射線または紫外線の照射により硬化する樹脂を使用できる。
【００２０】
　電離放射線の照射により硬化する樹脂材料としては、アクリロイル基、メタクリロイル
基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基等のラジカル重合性官能基や、エポ
キシ基、ビニルエーテル基、オキセタン基等のカチオン重合性官能基を有するモノマー、
オリゴマー、プレポリマーを単独でまたは混合して使用できる。モノマーとしては、アク
リル酸メチル、メチルメタクリレート、メトキシポリエチレンメタクリレート、シクロヘ
キシルメタクリレート、フェノキシエチルメタクリレート、エチレングリコールジメタク
リレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、トリメチロールプロパントリメ
タクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート等を例示できる。オリゴマー、プ
レポリマーとしては、ポリエステルアクリレート、ポリウレタンアクリレート、多官能ウ
レタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエーテルアクリレート、アルキドアク
リレート、メラミンアクリレート、シリコーンアクリレート等のアクリレート化合物、不
飽和ポリエステル、テトラメチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコ
ールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、ビスフェノ
ールＡジグリシジルエーテルや各種脂環式エポキシ等のエポキシ系化合物、３－エチル－
３－ヒドロキシメチルオキセタン、１，４－ビス｛［（３－エチル－３－オキセタニル）
メトキシ］メチル｝ベンゼン、ジ［１－エチル（３－オキセタニル）］メチルエーテル等
のオキセタン化合物を例示できる。
【００２１】
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　上述した樹脂材料は、光重合開始剤の添加を条件として、紫外線の照射により硬化させ
ることができる。光重合開始剤としては、アセトフェノン系、ベンゾフェノン系、チオキ
サントン系、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル等のラジカル重合開始剤、芳香族ジ
アゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、メタロセン化合物等のカ
チオン重合開始剤を単独でまたは混合して使用できる。
【００２２】
　光学機能層に添加する樹脂粒子（有機フィラー）は、基材樹脂中で凝集して、光学機能
層の表面に微細な凹凸構造を形成する。樹脂粒子としては、アクリル樹脂、ポリスチレン
樹脂、スチレン－アクリル共重合体、ポリエチレン樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂
、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化エチレン系樹脂等の透光性樹脂材料からなるものを
使用できる。樹脂粒子の材料の屈折率は、１．４０～１．７５であることが好ましい。
【００２３】
　また、樹脂粒子の屈折率ｎｆ及び基材樹脂の屈折率ｎｚは、以下の条件（α）を満足す
ることが好ましく、以下の条件（β）を満足することがより好ましい。
　　｜ｎｚ－ｎｆ｜≧０．０２５ ・・・（α）
　　｜ｎｚ－ｎｆ｜≧０．０３５ ・・・（β）
【００２４】
　基材となる樹脂材料の屈折率ｎｚと、樹脂粒子の屈折率ｎｆとが、条件（α）を満足し
ない場合、所望の内部ヘイズを得るためには樹脂粒子の添加量を多くする必要があり、画
像鮮明性が悪化する。
【００２５】
　樹脂粒子の平均粒径は、０．３～１０．０μｍであることが好ましく、１．０～７．０
μｍであることがより好ましい。樹脂粒子の平均粒径が０．３μｍ未満の場合、防眩性が
低下する。一方、樹脂粒子の平均粒径が１０．０μｍを超えると、光学機能層表面の凹凸
高さの面積比を制御できず、耐ギラツキ性が悪化する。
【００２６】
　光学機能層の基材樹脂には、２種類の無機微粒子として、第１の無機微粒子及び第２の
無機微粒子を添加する。
【００２７】
　第１の無機微粒子としては、コロイダルシリカ、アルミナ、酸化亜鉛を単独でまたは混
合して使用できる。第１の無機微粒子を添加することにより、樹脂粒子の過剰な凝集が抑
制され、光学機能層の表面に形成される凹凸構造を均一化、すなわち、局所的に凹凸が大
きくなることを抑制できる。第１の無機微粒子の添加により、防眩性及び高コントラスト
を維持したまま、耐ギラツキ性を向上できる。
【００２８】
　第１の無機微粒子は、平均粒径が１０～１００ｎｍの無機ナノ粒子であることが好まし
い。第１の無機微粒子としてコロイダルシリカを使用する場合は、平均粒径が２０ｎｍ程
度であることがより好ましく、第１の無機微粒子としてアルミナまたは酸化亜鉛を使用す
る場合は、平均粒径が４０ｎｍ程度であることがより好ましい。第１の無機微粒子の添加
量は、光学機能層形成用樹脂組成物の全重量に対して０．０５～１０％であることが好ま
しく、０．１～５．０％であることがより好ましい。第１の無機微粒子の添加量がこの範
囲を外れると、光学機能層表面の凹凸高さの面積比を制御できず、耐ギラツキ性が悪化す
る。
【００２９】
　第２の無機微粒子は、平均粒径が１０～２００ｎｍの無機ナノ粒子であることが好まし
い。第２の無機微粒子の添加量は、０．１～５．０％であることが好ましい。第２の無機
微粒子としては、膨潤性粘土を用いることができる。膨潤性粘土は、陽イオン交換能を有
し、該膨潤性粘土の層間に溶媒を取り込んで膨潤するものであればよく、天然物であって
も合成物（置換体、誘導体を含む）であってもよい。また、天然物と合成物との混合物で
あってもよい。膨潤性粘土としては、例えば、雲母、合成雲母、バーミキュライト、モン
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モリロナイト、鉄モンモリロナイト、バイデライト、サポナイト、ヘクトライト、スチー
ブンサイト、ノントロナイト、マガディアイト、アイラライト、カネマイト、層状チタン
酸、スメクタイト、合成スメクタイト等を挙げることができる。これらの膨潤性粘土は、
１種を使用してもよいし、複数を混合して使用してもよい。
【００３０】
　第２の無機微粒子としては、層状有機粘土がより好ましい。本発明において、層状有機
粘土とは、膨潤性粘土の層間に有機オニウムイオンを導入したものをいう。有機オニウム
イオンは、膨潤性粘土の陽イオン交換性を利用して有機化することができるものであれば
制限されない。第２の無機微粒子として、例えば、合成スメクタイト（層状有機粘土鉱物
）を使用できる。合成スメクタイトは、光学機能層形成用樹脂組成物の粘性を増加させる
増粘剤として機能する。増粘剤としての合成スメクタイトの添加は、樹脂粒子及び第１の
無機微粒子の沈降を抑制して、光学機能層の表面の凹凸構造形成に寄与する。
【００３１】
　また、第１の無機微粒子と第２の無機微粒子とを併用した場合、光学機能層中で第１の
無機微粒子と第２の無機微粒子が凝集体を形成する。この凝集体が樹脂粒子の凝集を抑制
し、光学機能層表面の凹凸形状の凹凸高さが平準化されることで、光学機能層表面での光
の散乱が均一化され、耐ギラツキ性を向上できる。
【００３２】
　また、光学機能層形成用の樹脂組成物には、レベリング剤を添加しても良い。レベリン
グ剤は、乾燥過程の塗膜の表面に配向して、塗膜の表面張力を均一化し、塗膜の表面欠陥
を低減させる機能を有する。
【００３３】
　更に、光学機能層形成用の樹脂組成物には、適宜有機溶剤を添加しても良い。有機溶剤
としては、アルコール系、エステル系、ケトン系、エーテル系、芳香族炭化水素等を例示
できる。
【００３４】
　光学機能層の膜厚は、１．０～１２．０μｍであることが好ましく、３．０～１０．０
μｍであることが更に好ましい。光学機能層の膜厚が１μｍ未満の場合、酸素阻害による
硬化不良を生じ、光学機能層の耐擦傷性が低下しやすくなる。一方、光学機能層の膜厚が
１２．０μｍを超えると、基材樹脂層の硬化収縮によるカールが強くなるため好ましくな
い。
【００３５】
　また、光学機能層の膜厚は、樹脂粒子の平均粒径の１１０～３００％であることが好ま
しく、１２０～２５０％であることがより好ましい。光学機能層の膜厚が樹脂粒子の平均
粒径の１１０％未満の場合、白味の際立った品位の低い防眩性となってしまう。一方、光
学機能層の膜厚が樹脂粒子の平均粒径の３００％を超えると、防眩性が不足するため好ま
しくない。
【００３６】
　また、本実施形態に係る光学積層体は、内部ヘイズＸ及び全ヘイズＹは、以下の条件（
１）～（４）を同時に満足する。
　　Ｙ＞Ｘ　・・・（１）
　　Ｙ≦Ｘ＋１７　・・・（２）
　　Ｙ≦５７　・・・（３）
　　１９≦Ｘ≦４０　・・・（４）
【００３７】
　内部ヘイズＸが条件式（４）を満足せず、１９％未満の場合、耐ギラツキ性が不足する
。一方、内部ヘイズＸが条件式（４）を満足せず、４０％を超える場合、コントラストが
悪化する。
【００３８】
　内部ヘイズＸが以下の条件式（４）’を満足することがより好ましい。内部ヘイズＸが
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条件式（４）’を満足する場合、耐ギラツキ性とコントラストとの両方をより向上させる
ことができる。
　　２５≦Ｘ≦３５　・・・（４）’
【００３９】
　また、全ヘイズＹが条件式（３）を満足せず、５７％を超える場合、光学機能層表面の
凹凸が大きく、耐ギラツキ性が不足する。
【００４０】
　本実施形態に係る光学積層体の透過像鮮明度は、０．５ｍｍ幅の光学くしを用いて測定
した測定値が１０～５０％であることが好ましく、１５～４５％であることがより好まし
い。透過像鮮明度が１０％未満の場合、耐ギラツキ性が悪化する。一方、透過像鮮明度が
５０％を超えると、防眩性が悪化する。
【００４１】
　本実施形態に係る光学機能層表面の凹凸形状を光干渉方式で計測した場合、凹凸高さが
０．４μｍ以上である部分の面積が３．５％以下である。光学機能層表面の凹凸構造のう
ち、凹凸高さが０．４μｍ以上である部分の面積が３．５％を超えると、局所的に凹凸が
大きい部分が多く分布するため、２００ｐｐｉ以上の画像表示装置の防眩性フィルムとし
て光学積層体を用いた場合に耐ギラツキ性が悪化する。
【００４２】
　従来、過剰なフィラー凝集を抑制するために、塗料粘度を調整する手法や、塗工時の塗
料固形分濃度を高くする手法や、揮発速度の速い溶剤を使用して乾燥時の対流を抑制する
手法が採用されてきたが、これらの手法を採用した場合、塗工ムラなどの面状故障が発生
しやすくなるという問題がある。これに対して、上記の実施形態で説明したように、２種
類の無機微粒子を添加する方法であれば、塗料物性や乾燥速度に影響を与えないため、塗
工適性を維持したまま耐ギラツキ性の向上が可能となる。
【００４３】
　図１０は、実施形態に係る偏光板の概略構成を示す断面図である。偏光板１１０は、光
学積層体１００と、偏光フィルム１１とを備える。光学積層体１００は、図９に示したも
のであり、透光性基体１の光学機能層２が設けられていない側の面に、偏光フィルム（偏
光基体）１１が設けられている。偏光フィルム１１は、透明基材３と偏光層４と透明基材
５とをこの順に積層したものである。透明基材３及び５、偏光層４の材質は特に限定され
るものではなく、通常、偏光フィルムに使用されるものを適宜用いることができる。
【００４４】
　図１１は、実施形態に係る表示装置の概略構成を示す断面図である。表示装置１２０は
、光学積層体１００と、偏光フィルム１１と、液晶セル１３と、偏光フィルム（偏光基体
）１２と、バックライトユニット１４とをこの順に積層したものである。偏光フィルム１
２は、透明基材６と偏光層７と透明基材８とをこの順に積層したものである。透明基材６
及び８、偏光層７の材質は特に限定されるものではなく、通常、偏光フィルムに使用され
るものを適宜用いることができる。液晶セル１３は、透明電極を有する一対の透明基材の
間に液晶分子が封入された液晶パネルと、カラーフィルタとを備え、透明電極間に印可さ
れた電圧に応じて液晶分子の配向を変化させることにより、各画素の光の透過率を制御し
て像を形成する装置である。バックライトユニット１４は、光源と光拡散板と（いずれも
図示せず）を備え、光源から出射された光を均一に拡散させて出射面から出射する照明装
置である。
【００４５】
　尚、図１１に示した表示装置１２０は、拡散フィルム、プリズムシート、輝度向上フィ
ルムや、液晶セルや偏光板の位相差を補償するための位相差フィルム、タッチセンサを更
に備えていても良い。
【００４６】
　本実施形態に係る光学積層体は、ギラツキを抑制する光学機能層に加えて、更に、低屈
折率層等の屈折率調整層、帯電防止層、防汚層の少なくとも１層を有していても良い。
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【００４７】
　低屈折率層は、ギラツキを抑制する光学機能層の上に設けられ、表面の屈折率を低下さ
せることにより反射率を低減するための機能層である。低屈折率層は、ポリエステルアク
リレート系モノマー、エポキシアクリレート系モノマー、ウレタンアクリレート系モノマ
ー、ポリオールアクリレート系モノマー等の電離放射線硬化性材料と重合開始剤とを含む
塗液を塗布し、塗膜を重合により硬化させて形成できる。低屈折率層には、低屈折粒子と
しては、ＬｉＦ、ＭｇＦ、３ＮａＦ・ＡｌＦまたはＡｌＦ（いずれも、屈折率１．４）、
または、Ｎａ３ＡｌＦ６（氷晶石、屈折率１．３３）等の低屈折材料からなる低屈折率微
粒子を分散させても良い。また、低屈折率微粒子としては、粒子内部に空隙を有する粒子
を好適に用いることができる。粒子内部に空隙を有する粒子にあっては、空隙の部分を空
気の屈折率（≒１）とすることができるため、非常に低い屈折率を備える低屈折率粒子と
することができる。具体的には、内部に空隙を有する低屈折率シリカ粒子を使用すること
で、屈折率を下げることができる。
【００４８】
　帯電防止層は、ポリエステルアクリレート系モノマー、エポキシアクリレート系モノマ
ー、ウレタンアクリレート系モノマー、ポリオールアクリレート系モノマー等の電離放射
線硬化性材料と、重合開始剤と、帯電防止剤とを含む塗液を塗布し、重合により硬化させ
ることによって形成できる。帯電防止剤としては、例えば、アンチモンをドープした酸化
錫（ＡＴＯ）、スズをドープした酸化インジウム（ＩＴＯ）等の金属酸化物系微粒子、高
分子型導電性組成物や、４級アンモニウム塩等を使用できる。帯電防止層は、光学積層体
の最表面に設けられても良いし、ギラツキを抑制する光学機能層と透光性基体との間に設
けられても良い。
【００４９】
　防汚層は、光学積層体の最表面に設けられ、光学積層体に撥水性及び／または撥油性を
付与することにより、防汚性を高めるものである。防汚層は、珪素酸化物、フッ素含有シ
ラン化合物、フルオロアルキルシラザン、フルオロアルキルシラン、フッ素含有珪素系化
合物、パーフルオロポリエーテル基含有シランカップリング剤等をドライコーティングま
たはウェットコーティングすることにより形成できる。
【００５０】
　上述した低屈折率層、帯電防止層、防汚層の他に、または、低屈折率層、帯電防止層、
防汚層に加えて、赤外線吸収層、紫外線吸収層、色補正層等の少なくとも１層を設けても
良い。
【実施例】
【００５１】
　以下、実施形態に係る光学積層体を具体的に実施した実施例を説明する。
【００５２】
　（光学積層体の製造方法）
　透光性基体として、厚み４０μｍのトリアセチルセルロースフィルムを使用した。透光
性基体上に、以下の光学機能層形成用塗工液を塗布し、乾燥（溶媒を揮発）させた後、塗
膜を重合により硬化させることによって、光学機能層を形成した。
【００５３】
［光学機能層形成用塗工液］
・基材樹脂：ＵＶ／ＥＢ硬化性樹脂　ライトアクリレートＰＥ－３Ａ（ペンタエリスリト
ールトリアクリレート、共栄社化学株式会社製）、屈折率１．５２
・樹脂フィラー：
　＜実施例１～１０、比較例１～１７＞
　架橋スチレン単分散粒子　ＳＸ３５０Ｈ（綜研化学株式会社製）　平均粒径３．５μｍ
、屈折率１．５９５
　＜実施例１１＞
　スチレン単分散フィラー　ＳＳＸ３０２ＡＢＥ（積水化成品工業株式会社製）　平均粒
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径２．０μｍ、屈折率１．５９５
　＜実施例１２＞
　架橋スチレン単分散粒子　ＳＸ５００Ｈ（綜研化学株式会社製）　平均粒径５．０μｍ
、屈折率１．５９５
・コロイダルシリカ：オルガノシリカゾル　ＭＥＫ－ＳＴ（日産化学工業株式会社製）
・合成スメクタイト：ルーセンタイト　ＳＡＮ（コープケミカル株式会社製）
・フッ素系レベリング剤：メガファック　Ｆ－４７１（ＤＩＣ株式会社製）　０．１％
・溶剤：トルエン
【００５４】
　尚、樹脂粒子（有機フィラー）、第１の無機微粒子（コロイダルシリカ）及び第２の無
機微粒子（合成スメクタイト）の光学機能層形成用塗工液への添加量は以下の実施例及び
比較例の説明で後述する。また、各成分の添加量は、光学機能層形成用塗工液の全固形分
質量に占める割合（質量％）である。ここで、光学機能層形成用塗工液の全固形分とは、
溶剤を除く成分を指す。したがって、光学機能層形成用塗工液の全固形分中の樹脂粒子、
第１の無機微粒子、第２の無機微粒子の配合割合（質量％）と、光学機能層形成用塗工液
の硬化膜である光学機能層中の樹脂粒子、第１の無機微粒子、第２の無機微粒子の含有割
合（質量％）とは等しい。
【００５５】
　光学積層体の表面粗さ、透過像鮮明度、ヘイズ値及び膜厚の測定方法は以下の通りであ
る。
【００５６】
［表面粗さ］
　算術平均粗さＲａ及び最大高さＲｚ、輪郭曲線要素の平均長さＲＳｍは、ＪＩＳ　Ｂ０
６０１：２００１に従い、表面粗さ測定器（サーフコーダＳＥ１７００α、株式会社小坂
研究所製）を用いて測定した。平均傾斜角度は、ＡＳＥＭ９５に従い、上記の表面粗さ測
定器を用いて測定した平均傾斜を求め、次式に従って平均傾斜角度を算出した。
　　平均傾斜角度＝ａｒｃｔａｎ（平均傾斜）
【００５７】
　［透過像鮮明度］
　透過像鮮明度は、ＪＩＳ　Ｋ７１０５に従い、写像性測定器（ＩＣＭ－１Ｔ、スガ試験
器株式会社製）を用いて、光学くし幅０．５ｍｍで測定した。
【００５８】
　［ヘイズ値］
　ヘイズ値は、ＪＩＳ　Ｋ７１０５に従い、ヘイズメーター（ＮＤＨ２０００、日本電色
工業株式会社製）を用いて測定した。ここで、光学積層フィルムのヘイズ値を全ヘイズと
した。また、光学積層フィルムの微細凹凸形状が設けられた表面に粘着剤付き透明性シー
トを貼り合わせて測定したヘイズ値から、粘着剤付き透明性シートのヘイズ値を引いた値
を、内部ヘイズとした。尚、粘着剤付き透明性シートとして、ポリエチレンテレフタレー
トフィルム（厚さ３８μｍ）に、アクリル系粘着剤（厚さ１０μｍ）を塗布したものを用
いた。
【００５９】
　［膜厚］
　光学機能層の膜厚は、リニアゲージ（Ｄ－１０ＨＳ、株式会社尾崎製作所製）を用いて
測定した。
【００６０】
　（樹脂粒子と内部ヘイズとの関係）
　まず、耐ギラツキ性及びコントラストの両方を良好とする内部ヘイズ（１９～４０％）
を得るために必要な樹脂粒子(有機フィラー)の添加量を調べた。樹脂粒子及び２種類の無
機微粒子を表１に記載の添加量で添加した樹脂塗工液を調製し、上述した作製方法にした
がって光学積層体を作製した。作製した光学積層体の内部ヘイズを求めた。
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【００６１】
　表１に、樹脂粒子及び２種類の無機微粒子の添加量と、得られた光学積層体の内部ヘイ
ズの値を示す。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　図１は、表１に記載の樹脂粒子（有機フィラー）の添加量と、得られた光学積層体の内
部ヘイズとの関係をプロットしたグラフである。図１に示す直線は、プロットから得られ
る回帰直線である。
【００６４】
　図１に示す回帰直線から、基材樹脂と樹脂粒子との屈折率差が０．０７５である場合、
内部ヘイズの値を１９～４０％とするためには、樹脂粒子の添加量を７～１５％とすれば
良いことが分かる。
【００６５】
　（実施例１～１２、比較例１～１７）
　次に、樹脂粒子及び２種類の無機微粒子を表２に記載の添加量で添加した光学機能層形
成用塗工液を用いて、実施例１～１２及び比較例１～１７に係る光学積層体を作製した。
【００６６】
　作製した実施例１～１２及び比較例１～１７に係る光学積層体のそれぞれについて、上
述した試験方法により、ヘイズ値、透過像鮮明度及び膜厚を測定した。
【００６７】
（耐ギラツキ性の評価方法と評価基準）
　耐ギラツキ性は、各実施例及び各比較例の光学積層体を透明な粘着層を介して液晶モニ
ター（ｉＰａｄ３（第３世代）　アップルインコーポレイテッド製、２６４ｐｐｉ）の画
面表面に貼り合わせた後、液晶モニターを緑色表示状態にし、暗室下で画面表面の中心か
ら垂直に５０ｃｍ離れた場所より液晶モニターを見た場合のギラツキの有無を任意の１０
０人の目視判定により評価した。評価結果は、ギラツキを感じなかった人が７０人以上の
場合を「○」、３０人以上７０人未満の場合を「△」、３０人未満の場合を「×」とした
。
【００６８】
（防眩性の評価方法と評価基準）
　防眩性は各実施例及び各比較例の光学積層体を透明な粘着層を介して黒色アクリル板（
スミペックス９６０　住友化学株式会社製）に貼り合せた後、黒アクリル板の中心から垂
直に５０ｃｍ離れた場所より照度２５０ｌｘの条件下で見た場合の自分の像（顔）の黒ア
クリル板への写り込みの有無を任意の１００人の目視判定により評価した。評価結果は、
写り込みを感じなかった人が７０人以上の場合を「○」、３０人以上７０人未満の場合を
「△」、３０人未満の場合を「×」とした。
【００６９】
（輝度比の評価方法と評価基準）
　輝度比は、各実施例及び各比較例の光学積層体と透光性基体を透明な粘着層を介して液
晶モニター（ｉＰａｄ３（第３世代）　アップルインコーポレイテッド製、２６４ｐｐｉ
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）の画面表面に貼り合わせた後、液晶モニターを白色表示状態にし、暗室下で画面表面の
中心から垂直に７０ｃｍ離れた場所より分光放射計（ＳＵ－ＵＬ１Ｒ　株式会社トプコン
製）にて輝度を測定した。透光性基体の輝度を１００％として、９３％以上の場合を「○
」、９３％未満の場合を「×」とした。
【００７０】
　表２に、樹脂粒子及び２種類の無機微粒子の添加量と、得られた光学積層体の全ヘイズ
、内部ヘイズ、透過像鮮明度及び膜厚の測定値と、耐ギラツキ性、防眩性及び輝度比の評
価結果とを示す。
【００７１】
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【表２】

【００７２】
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　実施例１～１２に係る光学積層体の全ヘイズ（Ｙ）及び内部ヘイズ（Ｘ）は、上述した
条件式（１）～（４）を全て満足し、内部ヘイズ（Ｘ）が１９～４０％の範囲内であった
。また、透過像鮮明度は、より好ましい１５～４５％の範囲内であった。そのため、実施
例１～１２に係る光学積層体は、耐ギラツキ性、防眩性及び輝度比のいずれも良好であっ
た。
【００７３】
　これに対して、比較例１及び２に係る光学積層体では、内部ヘイズが１９％未満となっ
たため、耐ギラツキ性が不十分であった。また、比較例２に係る光学積層体では、透過像
鮮明度が５０％を超えたため、防眩性も不十分であった。
【００７４】
　比較例４、５、７、８及び比較例１０～１２に係る光学積層体では、いずれも透過像鮮
明度が５０％を超えたことにより、防眩性が不十分であった。
【００７５】
　比較例１３～１７に係る光学積層体では、樹脂粒子の添加量の増加により内部ヘイズが
４０％を超え、いずれも輝度比が不十分であった。これに加え、比較例１３～１６に係る
光学積層体では、全ヘイズが５７％を越えており、表面凹凸が大きく、耐ギラツキ性が不
十分であった。更に、比較例１３～１５に係る光学積層体では、透過像鮮明度が１０％未
満となったことによっても、耐ギラツキ性が悪化した。
【００７６】
　第１の無機微粒子としてコロイダルシリカを添加していない比較例３、６及び９に係る
光学積層体は、ヘイズ値及び透過像鮮明度のいずれも上述した好ましい範囲を満足してい
るにもかかわらず、高精細な画像表示装置（２６４ｐｐｉ）と組み合わせた場合に耐ギラ
ツキ性が悪化した。これは、比較例３、６及び９に係る光学積層体の光学機能層表面に形
成された凹凸構造のうち、隣接する凹凸高さが０．４μｍ以上の部分の面積が３．５％を
超えていることによる。この点の詳細については後述する。
【００７７】
　図２は、表２に示した実施例１～１２及び比較例１～１７における樹脂粒子の添加量と
、コロイダルシリカの添加量とをプロットしたグラフである。図２では、実施例１～１２
を黒丸でプロットし、比較例１～１７を×印でプロットしている。
【００７８】
　図２に示すように、実施例１～１２における樹脂粒子の添加量及びコロイダルシリカの
添加量のプロットが、図２の実線で示す直線以下の領域（ただし、横軸上を除く）であっ
て、かつ、樹脂粒子の添加量が７～１５％である領域内にある場合に、２００ｐｐｉ以上
の高精細な画像表示装置の防眩性フィルムとして用いた場合でも、耐ギラツキ性と防眩性
とコントラストとの全てにおいて優れた性能を得られることが確認された。つまり、光学
機能層形成用樹脂組成物中の樹脂粒子の含有量をＡ（％）とし、コロイダルシリカの含有
量をＢ（％）としたとき、以下の条件式（５）及び（６）を同時に満足した場合に、耐ギ
ラツキ性と防眩性とコントラストとの全てに優れることがわかった。以下の条件式（５）
は、実施例４及び１０における樹脂粒子の添加量及びコロイダルシリカの添加量のプロッ
トの両方を通過する直線である。また、以下の条件式（６）は、図１で説明したように、
本実施例の構成において、内部ヘイズの値を１９～４０％の範囲内とするために必要な条
件である。
　　０＜Ｂ≦０．３７５Ａ－２．４４　・・・（５）
　　７．０≦Ａ≦１５．０　・・・（６）
【００７９】
　表２の結果から分かるように、条件式（５）及び（６）を同時に満たさない場合、耐ギ
ラツキ性、防眩性、コントラストのいずれかが悪化するため、２００ｐｐｉ以上の高精細
な画像表示装置の防眩性フィルムとしての用途には適さなかった。
【００８０】
　（光学機能層表面の凹凸形状）
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　ここで、光学機能層表面の凹凸形状について説明する。
【００８１】
　表３に、実施例２～４及び比較例６に係る光学積層体の表面粗さの測定値を示す。
【００８２】
【表３】

【００８３】
　図３は、実施例２に係る光学積層体の光学機能層表面の凹凸形状を示す図であり、図４
は、比較例６に係る光学積層体の光学機能層表面の凹凸形状を示す図である。
【００８４】
　図３及び図４は、非接触表面・層断面形状計測システム（測定装置：バートスキャンＲ
３３００ＦＬ－Ｌｉｔｅ－ＡＣ、解析ソフトウェア：ＶｅｒｔＳｃａｎ４、株式会社菱化
システム製）を用いて、光干渉方式により光学機能層表面の凹凸形状を測定し、測定結果
を３次元画像として出力したものである。表４に、当該計測システムの測定条件を示す。
【００８５】
【表４】

【００８６】
　表３に示すように、ＪＩＳ　Ｂ０６０１：２００１に従って測定した算術平均粗さＲａ
、最大高さＲｚ及び輪郭曲線要素の平均長さＲＳｍ、ＡＳＥＭ９５に従って測定した平均
傾斜角度は、実施例２～４と比較例６との間で特別顕著な差異が認められない。しかしな
がら、実施例２～４及び比較例６に係る光学積層体の光学機能層表面凹凸形状を光干渉方
式で計測すると、凹凸形状の分布には差異がある。図３に示す実施例２に係る光学機能層
表面の凹凸形状には、図４に示す比較例６に係る光学機能層表面の凹凸形状と比べて、局
所的に凹凸の大きな部分（図３及び図４において色の濃い箇所）が少なくなっている。
【００８７】
　図５は、実施例２、３及び比較例６に係る光学機能層表面における凹凸高さの面積比率
の分布を示すグラフであり、図６は、図５に示す破線の枠内の拡大図である。
【００８８】
　図５及び図６に示すグラフは、上述した非接触表面・層断面形状計測システムの負荷曲
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高さの平均レベル（高さ０）を基準とした、測定面に対して直交する方向の凹部及び凸部
のレベル差をいう。また、凹凸高さの面積比率とは、測定面積に対して、所定の凹凸高さ
以上の領域が占める比率をいう。
【００８９】
　図５及び図６から分かるように、光学機能層形成用塗液に第１の無機微粒子としてコロ
イダルシリカを添加した実施例２及び３では、コロイダルシリカを添加していない比較例
６と比べて、相対的に凹凸高さが小さくなっている。また、実施例２と比較例６とを比較
すると、実施例２に係る光学機能層の凹凸形状においては、どの凹凸高さの面積比率に着
目しても、比較例６における面積比率よりも小さかった。また、実施例２と比較例６とを
比べると、凹凸高さが０．４μｍ以上である領域の面積比率において特に差が認められた
。すなわち、実施例２では、凹凸高さが０．４μｍ以上である領域の面積比率が３．５％
以下となるように光学機能層表面の凹凸形状を形成したことによって、耐ギラツキ性が向
上していると考えられる。逆に、比較例６では、凹凸高さが０．４μｍ以上である領域の
面積比率が３．５％を超え、図４に示したような、凹凸高さが相対的に大きい部分が多く
形成されるために、一般的な表面粗さの測定値が実施例２とさほど変わらないにもかかわ
らず、耐ギラツキ性が悪化していると考えられる。
【００９０】
　図７は、実施例２に係る光学積層体の光学機能層の断面ＳＴＥＭ写真であり、図８は、
比較例６に係る光学積層体の光学機能層の断面ＳＴＥＭ写真である。
【００９１】
　図７に示す断面ＳＴＥＭ写真から、実施例２に係る光学機能層中では、コロイダルシリ
カと合成スメクタイトとが凝集体を形成していることが確認できる。これに対して、図８
に示すように、比較例６に係る光学機能層中には、コロイダルシリカが含まれないので、
図７に示すような凝集体は形成されていない。実施例２に係る光学積層体中に形成される
コロイダルシリカと合成スメクタイトとの凝集体が、比較例６に係る光学機能層に存在す
る合成スメクタイトの凝集体より大きいため、樹脂粒子の凝集を抑制する効果が高い。
【００９２】
　以上説明したように、実施例１～１２に係る光学積層体は、２００ｐｐｉ以上の高精細
な画像表示装置の防眩性フィルムとして用いた場合でも、耐ギラツキ性と防眩性とコント
ラストとの全てにおいて優れた性能を発揮できることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明に係る光学積層体は、高精細（例えば、２００ｐｐｉ以上）な画像表示装置に用
いる防眩フィルムとして利用できる。
【符号の説明】
【００９４】
１　透光性基体
２　光学機能層
３、５、６、８　透明基材
４、７　偏光層
１１、１２　偏光板
１３　液晶セル
１４　バックライトユニット
１００　光学積層体
１１０　偏光板
１２０　表示装置
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